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地域包括支援センターへのご相談は、みなさんのお住まいの地域を
担当するセンターまでご連絡ください。

所 　 在 　 地 電 　 話

東千石一丁目２-１３
（医療生協診療所内）

本町１-１
（山鹿クリニック内）

門田町黒岩字五百山丙４５９-３
（会津長寿園内）

神指町北四合字伊丹堂５５-１
（会津みどりホーム内）

北会津町東小松字南古川１２
（美野里内）

河東町郡山字中子山２２
（河東総合福祉センター桜河苑内）

白虎一丁目４-２

名　　称　／　担当区域

３６-６７７０

２７-０２１１

３８-３０９０

３７-７７１１

２３-９４０２

５６-５００５

７５-４８１５

若松第１地域包括支援センター
　　　行仁・鶴城・東山小学校区域

若松第２地域包括支援センター
　　　謹教・城西・小金井小学校区域

若松第３地域包括支援センター
　　　門田・城南・大戸小学校区域

若松第４地域包括支援センター
　　　永和・神指・城北・日新小学校区域

若松第５地域包括支援センター
　　　一箕・松長小学校、湊学園区域

北会津地域包括支援センター
　　　荒舘・川南小学校区域

河東地域包括支援センター
　　　河東学園区域

●指定介護予防支援事業所とは？

●納得のいくケアプランのために

いつまでも元気に過ごすために、
地域包括支援センターを利用しましょう。

包括的支援事業運営部会

様々な相談

公正・中立の確保 適切なサービスにつなげる

●介護予防ケアマネジメント

●総合相談支援 ●包括的・継続的ケアマネジメント

●権利擁護
よう ご

保健師等 社会福祉士 主任ケアマネジャー

地域包括支援センターのご案内

高齢者や家族

地域包括支援センター

•地域支援事業
•介護（介護予防）サービス、
　総合事業
•医療サービス
•行政関連サービス
•地域の支え合い活動

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが、いつまでも住みなれた地域で安心して
生活ができるよう総合的に支援していくための拠点です。介護に関する悩みや心配ごと
のほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。指定介護予防支援事
業所も兼ねています。

介護が必要な状態になることを予防
するため要支援１・２の方や、総合事
業対象者の方に対するケアプランの作
成を行います。

高齢者虐待への対応、悪質な訪問販
売等による消費者被害の防止、成年後
見制度の活用などにより、高齢者の
方々の権利を擁護します。

介護保険以外にも、認知症の相談や
日常生活の支援など、高齢者の方々に
関する様々な相談を受け、どのような
支援が必要かを把握し適切なサービス
につなぎます。

高齢者の方々の心身の状態やその変
化に合わせて、必要なサービスが提供
されるようにケアマネジャーへの指
導・助言や、医療機関などの関係機関
との調整を行います。

市が設置します。被保険者や利用者の代表、関係
機関等から選出された委員で組織され、センターの
運営や事業の実施状況等について評価します。

要支援の認定を受けた方が介護予防のためのサービスを適切に受けることができる
よう、介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成や、サービス事業者との連
絡・調整などを行っています。

ケアプランは目標の達成につながるサービス
がきちんと組み込まれていることが大切です。
すべて担当のケアマネジャーにお任せという
のではなく、希望や目標を積極的に伝えましょ
う。
サービス利用の途中でもケアプランの見直し
ができますので、遠慮なくケアマネジャーに相
談してください。
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地域包括支援センターへのご相談は、みなさんのお住まいの地域を
担当するセンターまでご連絡ください。

所 　 在 　 地 電 　 話

東千石一丁目２-１３
（医療生協診療所内）

本町１-１
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（会津長寿園内）

神指町北四合字伊丹堂５５-１
（会津みどりホーム内）

北会津町東小松字南古川１２
（美野里内）

河東町郡山字中子山２２
（河東総合福祉センター桜河苑内）

白虎一丁目４-２
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若松第１地域包括支援センター
　　　行仁・鶴城・東山小学校区域

若松第２地域包括支援センター
　　　謹教・城西・小金井小学校区域

若松第３地域包括支援センター
　　　門田・城南・大戸小学校区域

若松第４地域包括支援センター
　　　永和・神指・城北・日新小学校区域

若松第５地域包括支援センター
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北会津地域包括支援センター
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河東地域包括支援センター
　　　河東学園区域
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地域包括支援センターのご案内

高齢者や家族

地域包括支援センター
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　総合事業
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•行政関連サービス
•地域の支え合い活動
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のほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っています。指定介護予防支援事
業所も兼ねています。

介護が必要な状態になることを予防
するため要支援１・２の方や、総合事
業対象者の方に対するケアプランの作
成を行います。

高齢者虐待への対応、悪質な訪問販
売等による消費者被害の防止、成年後
見制度の活用などにより、高齢者の
方々の権利を擁護します。

介護保険以外にも、認知症の相談や
日常生活の支援など、高齢者の方々に
関する様々な相談を受け、どのような
支援が必要かを把握し適切なサービス
につなぎます。

高齢者の方々の心身の状態やその変
化に合わせて、必要なサービスが提供
されるようにケアマネジャーへの指
導・助言や、医療機関などの関係機関
との調整を行います。

市が設置します。被保険者や利用者の代表、関係
機関等から選出された委員で組織され、センターの
運営や事業の実施状況等について評価します。

要支援の認定を受けた方が介護予防のためのサービスを適切に受けることができる
よう、介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成や、サービス事業者との連
絡・調整などを行っています。

ケアプランは目標の達成につながるサービス
がきちんと組み込まれていることが大切です。
すべて担当のケアマネジャーにお任せという
のではなく、希望や目標を積極的に伝えましょ
う。
サービス利用の途中でもケアプランの見直し
ができますので、遠慮なくケアマネジャーに相
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